
高知大学海洋コア国際研究所規則 

平成 16年 4月１日 

規 則 第 3 5 5 号 

最終改正 令和７年３月 15日規則第 82号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人高知大学組織規則第 28条第２項の規定に基づき、高知

大学海洋コア国際研究所（以下「研究所」という。）における組織及び運営に関し必要な

事項を定める。 

（目的） 

第２条 研究所は、全国共同利用施設として、海洋コアに関する研究及び教育を行うとと

もに、国際共同研究におけるコア保管及び解析の役割を担うことを目的とする。 

（業務） 

第３条 研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) コア試料を含む地球惑星科学試料分析の共同利用・共同研究 

(2) 国際深海科学掘削計画（ＩＯＤＰ）を含む学術コアの保管・分析 

(3) 海洋コア及び関連研究分野に関する学術研究と教育の進展 

(4) 海外研究者・学生との学術研究交流と教育・人材育成の進展 

(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

（職員） 

第４条 研究所に、次の各号に掲げる職員を置く。 

(1) 研究所長 

(2) 基幹教員  

(3) その他必要な職員 

２ 研究所に、兼務教員を置くことができる。 

３ 前項の兼務教員は、研究所長の推薦により、学長が任命する。 

４ 前項の兼務教員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、兼務教員に欠員を生

じた場合の補充教員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 研究所に、高知大学客員教授等選考規則に基づき、客員教授、客員准教授、客員講師

又は客員助教を置くことができる。 

６ 研究所の教員人事については、研究所長は、欠員補充の可否を学長に協議した上で、

高知大学センター連絡調整会議の議を経て、発議を行うものとする。 



（研究所長） 

第５条 研究所長は、研究所の業務を掌理する。 

２ 研究所長は、本学の理事又は教授をもって充て、学長が選考し、任命する。 

 （副研究所長） 

第６条 研究所に、副研究所長を置くことができる。 

２ 副研究所長は、研究所長の職務を助ける。 

３ 副研究所長は、研究所長の推薦により学長が任命する。 

（ユニット） 

第６条の２ 研究所に、地球掘削科学研究ユニット及び国際共同研究推進ユニットを置く。 

（運営委員会） 

第７条 研究所に、高知大学海洋コア国際研究所運営委員会（以下「運営委員会」という。）

を置く。 

第８条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 研究所長 

(2) 副研究所長 

(3) 基幹教員 

(4) 人文社会科学系から選出された教員 １人 

(5) 自然科学系から選出された教員 ２人 

(6) 医療学系から選出された教員 １人 

(7) 総合科学系から選出された教員 １人 

(8) 学長の指名する教職員 

２ 前項第４号から第８号までの委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 第１項第４号から第８号までの委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

第９条 運営委員会に委員長を置き、研究所長をもって充てる。 

２ 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 

３ 運営委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

４ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。 

５ 委員長が必要と認めたときは、運営委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

第 10条 運営委員会は、次の事項について審議するものとする。 



(1) 管理・運営に関する事項 

(2) 予算・決算に関する事項 

(3) 業務計画に関する事項 

(4) その他運営に関する必要な事項 

（協議会） 

第 11条 研究所に、高知大学海洋コア国際研究所協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

第 12条 協議会は、次の各号に掲げる協議員をもって組織する。 

(1) 研究所長 

(2) 基幹教員の教授又は准教授 １人 

(3) その他研究所長が必要と認めた者 ５人以内 

２ 前項第３号の協議員のうち高知大学職員以外の協議員の数は、協議員の総数の２分の

１以上でなければならない。 

３ 第１項第２号及び第３号の協議員の任期は、就任の日から１年を経過した日の属する

年度の末日までの期間とし、再任を妨げない。ただし、就任の際現に就任している協議

員があるときの新たに就任する協議員の任期の末日は、その就任の際現に就任している

協議員の任期満了の日とする。 

第 13条 協議会に議長を置き、協議員の互選により選出する。 

２ 議長は、協議会を招集する。 

３ 協議会は、協議員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

４ 議事は、出席した協議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。 

５ 議長が必要と認めたときは、協議会の承認を得て、協議員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

第 14条 協議会は、次の事項について審議するものとする。 

(1) 研究所の共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、研究所長から諮問

された事項 

(2) その他共同利用・共同研究の運営に関する事項 

第 15条 協議会に、専門的事項を審議するため、専門部会を置くことができる。 

（課題選定委員会） 

第 16条 研究所に、高知大学海洋コア国際研究所課題選定委員会（以下「課題選定委員会」

という。）を置く。 



第 17条 課題選定委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 基幹教員の教授又は准教授 ３人 

(2) その他研究所長が必要と認めた者 ５人 

２ 前項第２号の委員のうち高知大学職員以外の委員の数は、委員の総数の２分の１以上

でなければならない。 

３ 第１項各号の委員の任期は、就任の日から１年を経過した日の属する年度の末日まで

の期間とし、再任を妨げない。 

４ 第１項各号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 18条 課題選定委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、課題選定委員会を招集し、その議長となる。 

３ 課題選定委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

４ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。 

５ 議長が必要と認めたときは、課題選定委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

第 19 条 課題選定委員会は、研究所における共同利用・共同研究課題の公募及び採否の

決定について審議するものとする。 

第 20条 課題選定委員会に、専門的事項を審議するため、専門部会を置くことができる。 

（共同運営） 

第 21条 国立研究開発法人海洋研究開発機構との共同運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

（全国共同利用） 

第 22条 全国共同利用に関し必要な事項は、別に定める。 

（事務） 

第 23条 研究所に関する事務は、研究国際部研究推進課において処理する。 

（雑則） 

第 24条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、運営委員会が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成 17年７月１日から施行する。 



  附 則 

この規則は、平成 17年 10月１日から施行する。 

  附 則（平成 19年２月 21日規則第 85号） 

この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 

  附 則（平成 20年３月 26日規則第 127号） 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

  附 則（平成 21年７月 22日規則第 24号） 

この規則は、平成 21年７月 22日から施行する。 

  附 則（平成 23年３月 14日規則第 80号） 

この規則は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24年３月 30日規則第 119号） 

この規則は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24年 12月 28日規則第 50号） 

この規則は、平成 25年１月１日から施行する。 

附 則（平成 26年１月 22日規則第 63号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年５月 22日規則第４号） 

この規則は、平成 27年５月 22日から施行し、平成 27年４月１日から適用する。 

附 則（平成 27年６月 12日規則第 11号） 

この規則は、平成 27年６月 12日から施行し、平成 27年６月１日から適用する。 

附 則（平成 27年９月 11日規則第 18号） 

この規則は、平成 27年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 28年１月８日規則第 52号） 

この規則は、平成 28年２月１日から施行する。 

附 則（平成 29年３月 23日規則第 100号） 

１ この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に就任している第 12 条第１項第２号及び第３号の協議員の任

期は、改正後の同条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に就任している第 17条第１項各号の委員の任期は、改正後の同

条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月 24日規則第 110号） 



この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月 15日規則第 82号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前から高知大学海洋コア国際研究所課題選定委員会の委員である者は、

この規則による改正後の高知大学海洋コア国際研究所規則により就任したものとみなす。 


